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今後の⽔環境制度の展開について基本的な考え⽅（第６次環境基本計画）

望ましい⽔環境

課題のある⽔環境

【今後の展開】
これまでの取組をベースにしつつ、

・多⾯的な観点から⽔環境を把握
（⽔質、⽣物の豊かさ、景観、⽂化、地域活動等）

・⽔環境の「保全」に加え、「活⽤」の観点も推進

【残された⽔環境の課題】
・⽔質基準の達成率と⽔辺環境への住⺠満⾜度との乖離

・⽣物多様性への対応 ・ＣＯＤの下げ⽌まり ・低い底層ＤＯ

・⽔産資源の減少 ・栄養塩類不⾜の指摘 等

【環境基準と各主体による取組による改善】
・汚濁物質の流⼊負荷量の減少
・⽔質の改善

【第６次環境基本計画（令和6年）の視点】

⼈々のウェルビーイングの向上
・良好な環境を持続可能なかたちで利⽤することで
地域住⺠の満⾜度（ウェルビーイング）の向上

地域活性化
・⽣物多様性の保全や地域づくり等にも資する総合的な
⽔環境管理を⽬指すための取組の実施

良好な環境の創出
・地域特有の⾃然、⽂化の保全による良好な環境創出
（豊かな⽔辺、星空、⾳の⾵景等）

 これまでの各主体の取組により⽔質は概ね改善し、環境基準の達成率は⾼いが、残された課題がある。
 ⽔環境を多⾯的な観点で把握し、⽔環境の保全と活⽤を推進。

今後の⽔環境制度の展開について基本的な考え⽅（第６次環境基本計画）
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⽇本の⽔環境における課題等の状況

 ⽇本の⽔環境における課題等の状況

① ⽔質汚濁に係る環境基準について、過去20年程度、⾼い達成率で推移するなど、公共
⽤⽔域の⽔質は改善した。汚濁は改善した⼀⽅で、豊かな⽔環境は実現できていない。
近年、⽔環境の保全や創出に携わる担い⼿不⾜や活動資⾦も不⾜。

② また、豊かな⽔環境は、地域の⽂化や⽣活を形作ってきたものであり、現在、課題となっ
ている地⽅活性化へのソリューションとして、地域固有の⽔環境を保全しつつ、観光や地
場産業の創出などの⽔環境の利活⽤に取り組む地域が増えてきているが、その取組は
限定的。

③ 内閣官房が推進する「地域未来戦略」においても、地⽅の伸び代を最⼤限活かすため、
「地場産業」の成⻑プランを強⼒に後押しするなど、地域活性化が重要戦略となっている
ところ、各地の⽔環境の利活⽤を推進することは、住⺠の豊かさ・満⾜度向上への寄与
と、観光や地場産業の強化を含めた地域経済発展の好循環をもたらすことが可能。

④ なお、⼀⽅的で過度な⽔環境の利活⽤は、⽔質、景観などの悪化を招くおそれがあり、
⽔環境の活⽤を継続していく観点から保全の取組も併せて⾏う事が必要。
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出典︓⽔に関する世論調査（平成20年6⽉調査）
※グラフ上段︓平成20年調査、下段︓平成13年調査
※上位５項⽬を記載

⽔に関する世論調査

① ⽔質汚濁に係る環境基準について、過去20年程度、⾼い達成率で推移するなど、公共⽤
⽔域の⽔質は改善した。汚濁は改善した⼀⽅で、豊かな⽔環境は実現できていない。近
年、⽔環境の保全や創出に携わる担い⼿不⾜や活動資⾦も不⾜。

問︓⾏政に⼒を⼊れてほしいことは︖

課題等の状況（①⽔質は改善したが、課題が残る）

⾝近な環境（⽔辺、緑地、⼤気など）
に関する世論調査

問︓⽔環境にどのような改善策を期待するか︖

・環境基準の達成状況は、⾼⽌まりで横ばいだが、「特に改善が必要と思わない」が「5.5％」となっている。
・「今後の⽔環境保全の在り⽅について」（平成23年３⽉）では、 「河川 BOD が 9 割以上達成，海域 COD が

8 割程度となっているが、⽔環境に関する国⺠の実感が低く、乖離」と指摘。

出典︓⾝近な環境（⽔辺、緑地、⼤気など）に関する世論調査（令和6年 内閣府）



② 豊かな豊かな⽔環境は、地域の⽂化や⽣活を形作ってきたものであり、現在、課題となって
いる地⽅活性化へのソリューションとして、地域固有の⽔環境を保全しつつ、観光や地場
産業の創出などの⽔環境の利活⽤に取り組む地域が増えてきているが、その取組は限定
的。

出典︓⽔環境・⼟壌農薬部会 ⽔環境制度⼩委員会（第２回）資料４
法政⼤学現代福祉学部 野⽥岳仁准教授提出資料
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環境省 ⽇本の国⽴公園⼀覧

課題等の状況（②利活⽤の取組が限定的な状況）

保全や管理不⾜により満⾜度が低下
・地域を育んできた良好な環境の保全をしないことで、
魅⼒が低下し、地域の関⼼が低下する。

・⾼齢化等によって管理不⾜になった⽔環境は安⼼
安全の確保にも影響を及ぼす可能性がある。

限定的な取組の状況
・⽔環境が重要な資源であることを⾒出して、
その活⽤が⼀部地域で取り組まれているが、
現在は限定的である。



③ 内閣官房が推進する「地域未来戦略」においても、地⽅の伸び代を最⼤限活かすため、
「地場産業」の成⻑プランを強⼒に後押しするなど、地域活性化が重要戦略となっていると
ころ、各地の⽔環境の利活⽤を推進することは、住⺠の豊かさ・満⾜度向上への寄与と、
観光や地場産業の強化を含めた地域経済発展の好循環をもたらすことが可能。

⽔環境の利活⽤の実施例
富⼭県氷⾒市上久津呂集落︓
天然記念物であるイタセンパラの⽣態や⽣育環
境の理解を通じて、氷⾒の農業や⼈びとの暮らし
の豊かさを再認識することを⽬指したアクアツーリ
ズムを実施。（右図）

出典︓⽔環境・⼟壌農薬部会 ⽔環境制度⼩委員会（第２回）資料４
法政⼤学現代福祉学部 野⽥岳仁准教授提出資料

地域未来戦略
地⽅が持つ伸び代を活かし、国⺠の暮らしと安全
を守るため、地域ごとの産業クラスターを全国各地
に形成し、世界をリードする技術・ビジネスを創出し、
地場産業の付加価値向上と販路開拓を強⼒に
⽀援することを検討中。

課題等の状況（③⽔環境の利活⽤への期待）
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④ ⼀⽅的で過度な⽔環境の利活⽤は、⽔質、景観などの悪化を招くおそれがあり、⽔環境
の活⽤を継続していく観点から保全の取組も併せて⾏う事が必要。

各地域における課題の例
・利⽤者によるごみのポイ捨て等により、⽔域の環境が悪化するおそれもある。
・観光客が地域の⽔環境を利⽤する場合は、地域の⼈々の理解が得られないと対⽴する場合も考えられる。

出典︓オーバーツーリズムの未然防⽌・抑制に関する関係省庁対策会議（第１回）資料 より引⽤

課題等の状況（④持続可能な活⽤）
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今後の⽔環境制度の展開について（背景と⽅向性）

 ⽔辺を保全・活⽤した地域づくりなど、良好な⽔環境の保全と活⽤を促進する制度を検討
 「⽔質」のみではなく、「景観」「⽔⽣⽣物」など、⽔環境の多⾯的なモニタリングの制度を検討

⽔⽣⽣物保全環境基準、底層溶存酸素
量など新しい制度を取り⼊れてきたが、基
本的には公害時代の制度をそのまま引き
継いでいる

⽔質は改善 良好な⽔環境の
創出

平成の時代

環境基準の創設
排⽔基準、排⽔規制の創設
BOD/CODを中⼼とした
モニタリング

⽔質汚濁対策が
喫緊の課題

これまでの汚濁対策の制度をベー
スとしつつ、良好な⽔環境の創出を
⽬指す制度へ発展

汚濁対策が必要
な⽔域は⼀部残っ
ているが、多くの⽔
域で⽔質が改善

環境基準（⽣活
環境項⽬）の達
成率は、20年程
度ほとんど横ばい
で推移

泡⽴ち、臭気を
放つ川

ゴミが⽬⽴つ川
や海岸

⽔質のみならず、
⽔⽣⽣物や景観な
ど幅広い観点から
良好な⽔辺を⽬指
す

地域ニーズを踏ま
え、地場産業・地
域づくりなど、「保
全」に加え、⽔辺の
「活⽤」の観点を取
り⼊れ、多くの主体
を巻き込む

昭和の時代 令和の時代

8


